
令和 6年 8月 15日（木曜日）     江 東 区 公 報            （第 918号） 

 

 

 

1 

 
 

目  次 

 

◎規  則 

江東区住宅用家屋証明事務施行細則の一部 

を改正する規則(62)  …………………………… 2 

江東区開発登録簿閲覧所閲覧規則の一部を 

改正する規則(63)………………………………… 2 

江東区都市計画法に規定する開発行為等の 

規制に係る施行細則の一部を改正する規則 

(64)………………………………………………… 3 

江東区宅地造成及び特定盛土等規制法施行 

細則(65)…………………………………………… 8 

江東区租税特別措置法に基づく宅地造成着 

手前に行う優良宅地認定事務施行細則の一 

部を改正する規則(66) ………………………… 12 

江東区私債権の管理に関する条例施行規則 

の一部を改正する規則(67) …………………… 21 

 

◎告  示 

地籍調査事業の実施について(271) ……………21 

保管自転車の処分について（令和６年７月 

上期）(275) ………………………………………21 

指定居宅介護支援事業所の指定について 

(283) ………………………………………………21 

指定介護予防支援事業所を運営する事業者 

の指定について(284) ……………………………22 

指定居宅介護支援事業所の指定について 

(285) ………………………………………………22 

指定介護予防支援事業所を運営する事業者 

の指定について(288) ……………………………22 

指定地域密着型サービス事業所の指定につ 

いて(289) …………………………………………22 

指定納付受託者の登記住所変更について 

(291) ………………………………………………23 

 

◎告  示（教） 

江東区登録文化財の登録について(9) …………23 

令和６年第７回江東区教育委員会定例会の 

招集(10) ………………………………………… 23 

 

◎告  示（選） 

令和６年６月２０日付江東区選挙管理委員 

会告示第３２号及び令和６年６月２８日付 

江東区選挙管理委員会告示第４０号の一部 

を改める告示(45)…………………………………24 

令和５年４月２３日執行の江東区長選挙に 

おける当選無効について(46)……………………24 

 

◎告  示（監） 

包括外部監査人の監査の事務補助者の告示 

(9) …………………………………………………24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第 918 号）             江 東 区 公 報    令和 6 年 8 月 15日（木曜日） 

 

 

 

2 

規 則 

 

 江東区住宅用家屋証明事務施行細則の一部を改

正する規則を公布する。 

  令和６年７月３０日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第６２号 

   江東区住宅用家屋証明事務施行細則の一部

を改正する規則 

江東区住宅用家屋証明事務施行細則（昭和５９

年７月江東区規則第４４号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第２項第３号中「（建築基準法（昭和２

５年法律第２０１号）第６条第４項若しくは第６

条の２第１項に規定する確認済証をいう。以下同

じ。）」及び「（建築基準法第７条第５項若しく

は第７条の２第５項に規定する検査済証をいう。

以下同じ。）」を削り、同項第６号中「除

く。）」の次に「をいう。以下同じ。」を加え、

同項第７号中「限る」の次に「。次項第９号及び

第４項第６号において同じ」を加え、同条第３項

第６号中「申立書」の次に「（宅地建物取引業者

が、買主である当該個人の依頼を受けて当該家屋

の取得に係る取引の代理又は媒介をした場合は、

当該個人が当該家屋の取得後に入居の意向がある

ことを確認したことを証する当該宅地建物取引業

者の証明書も可とする。以下同じ。）」を加え、

同項第８号中「（一団の土地（１，０００平方メ

ートル以上）に集団的に新築された地上階数が３

以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基

準に適合するもの（耐火建築物又は準耐火建築物

に該当するものを除く。））」を削り、同項第９

号中「（抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等

のためのものであることについて明らかな記載が

あるものに限る。）」を削り、同条第４項第４号

ア中「とする」の次に「。第７号において同じ」

を加え、「証する耐震基準適合証明書（別記第２

号様式。」を「耐震基準適合証明書により証する

書類（」に改め、同号ウ(ｲ)(a)中｢この号｣の次に

「及び第７号イ」を、「責任をいう｡」の次に「。

第７号イにおいて同じ」を加え、同項第６号中

「（抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のた

めのものであることについて明らかな記載がある

ものに限る。）」を削り、同項第７号中「（建築

士法第２３条の３第１項の規定により登録された

建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当

該申請に係る住宅用の家屋が同法第３条第１項各

号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同

法第３条の２第１項各号に掲げる建築物であると

きは一級建築士又は二級建築士に限るものとす

る。）」を削り、「証する増改築等工事証明書

（特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の

移転登記の税率の軽減の特例及び改修工事がされ

た住宅の不動産取得税の軽減の特例用）（別記第

３号様式）又は増改築等工事証明書（別記第４号

様式）」を「、増改築等工事証明書により証する

書類（以下「増改築等工事証明書」という。）」

に改め、同号ただし書き中「（特定の増改築等が

された住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽

減の特例及び改修工事がされた住宅の不動産取得

税の軽減の特例用）又は増改築等工事証明書」を

削り、同号イ中「（建築後使用されたことのある

居住の用に供する家屋の売買契約において、宅地

建物取引業者（特定住宅瑕疵
か し

担保責任の履行の確

保等に関する法律第２条第４項に規定する宅地建

物取引業者をいう。）以下同じ。）が負うことと

されている民法第４１５条、第５４１条、第５４

２条、第５６２条及び第５６３条に規定する担保

の責任をいう。）」を削る。 

 第３条中「別記第５号様式」を「別記第２号様

式」に改める。 

 別記第２号様式から別記第４号様式までを削り、

別記第５号様式を別記第２号様式とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区住宅用家屋証明事務施行細則の別記第

５号様式による用紙で、現に残存するものは、

所要の修正を加え、なお使用することができる。 

                    

 江東区開発登録簿閲覧所閲覧規則の一部を改正

する規則を公布する。 

  令和６年７月３０日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第６３号 

   江東区開発登録簿閲覧所閲覧規則の一部を

改正する規則 

江東区開発登録簿閲覧所閲覧規則（昭和５０年

３月江東区規則第２０号）の一部を次のように改

正する。 

第３条を次のように改める。 

（登録簿の閲覧の手続及び写しの交付申請） 

第３条 登録簿を閲覧しようとする者又は法第４



令和 6年 8月 15日（木曜日）     江 東 区 公 報            （第 918号） 

 

 

 

3 

７条第５項の規定に基づく登録簿の写しの交付

を受けようとする者は、次に掲げる事項を建築

情報窓口システムに入力しなければならない。 

(1) 申請者の住所及び氏名又は名称並びに電話

番号 

(2) 閲覧の目的 

(3) 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と

認める事項 

２ 前項の規定にかかわらず、建築情報窓口シス

テムによらずに法第４７条第５項の規定に基づ

く登録簿の写しの交付を受けようとする者は、

次に掲げる事項を記載した申請書を区長に提出

しなければならない。 

(1) 申請者の住所及び氏名又は名称並びに電話

番号 

(2) 登録簿に登録されている工事の許可番号 

(3) 必要部数 

(4) 前３号に掲げるもののほか、区長が必要と

認める事項 

 第６条を削る。 

 別記第１号様式及び別記第２号様式を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和６年７月３１日から施行する。 

                    

 江東区都市計画法に規定する開発行為等の規制

に係る施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年７月３０日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第６４号 

   江東区都市計画法に規定する開発行為等の

規制に係る施行細則の一部を改正する規則 

江東区都市計画法に規定する開発行為等の規制

に係る施行細則（平成１２年３月江東区規則第１

４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条を削る。 

 第３条第１項各号列記以外の部分中「、省令」

を「、都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令

第４９号。以下「省令」という。）」に改め、同

項第１号中「（不動産登記法（平成１６年法律第

１２３号）第１４条に規定する地図をいう。）」

を削り、同条を第２条とする。 

 第４条第２項を削り、同条第３項中「前２項」

を「前項」に、「の印鑑証明書」を「が本人であ

ることを確認するに足りる書類」に改め、同項を

同条第２項とし、同条を第３条とする。 

 第５条を削る。 

 第６条第１項中「別記第９号様式」を「別記第

４号様式」に改め、同条第２項中「別記第１０号

様式」を「別記第５号様式」に改め、同条を第４

条とする。 

 第７条第１項中「別記第１１号様式」を「別記

第６号様式」に、「区長」を「、区長」に改め、

同条第２項を削り、同条を第５条とする。 

 第８条第１項中「別記第１３号様式」を「別記

第７号様式」に、「工事期間中」を「開発許可を

受けた日の翌日から工事完了公告の日まで」に改

め、同条第２項中「前項の」を「第１項の」に改

め、「開発許可標識」の次に「又は前項に規定す

る開発許可標識に代える標識」を加え、同項を同

条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加え

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、法第２９条第１項

又は第２項の許可を受けたことにより、宅地造

成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１

９１号）第１５条第２項の規定に基づき同法第

１２条第１項の許可を受けたものとみなされた

場合には、同法第４９条の標識に次に掲げる事

項を記載したものをもって前項の開発許可標識

に代えることができる。 

(1) 開発許可標識である旨の表示 

(2) 開発区域に含まれる地域の名称 

(3) 開発区域の面積 

(4) 工事施行者の住所 

 第８条を第６条とする。 

 第９条第１項中「別記第１４号様式」を「別記

第８号様式」に改め、同条第３項中「第１項の申

請に基づき承認」を「法第３７条第１号の規定に

基づく承認を」に、「別記第１５号様式」を「別

記第９号様式」に改め、同条を第７条とする。 

 第１０条中「第３１条」を「第３１条第１項」

に改め、同条を第８条とする。 

 第１１条第１項中「別記第１６号様式」を「別

記第１０号様式」に改め、同条第３項中「第１項

の申請に基づき許可」を「法第４１条第２項ただ

し書の規定に基づく許可を」に、「別記第１７号

様式」を「別記第１１号様式」に改め、同条を第

９条とする。 

 第１２条第１項中「別記第１８号様式」を「別

記第１２号様式」に改め、同条第３項中「第１項

の申請に基づき許可」を「法第４２条第１項ただ

し書の規定に基づく許可を」に、「別記第１９号

様式」を「別記第１３号様式」に改め、同条を第

１０条とする。 

 第１３条第３項中「第１項の申請に基づき許

可」を「法第４３条第１項の規定に基づく許可

を」に、「別記第２０号様式」を「別記第１４号
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様式」に改め、同条を第１１条とする。 

 第１４条を削る。 

 第１５条第１項中「別記第２３号様式」を「別

記第１５号様式」に改め、同条を第１２条とする。 

 第１６条第１項中「別記第２４号様式」を「別

記第１６号様式」に改め、同条第３項中「第１項

の申請に基づき承認」を「法第４５条の規定に基

づく承認を」に、「別記第２５号様式」を「別記

第１７号様式」に改め、同条を第１３条とする。 

 第１７条中「標識」の次に「の様式」を加え、

「別記第２６号様式」を「別記第１８号様式」に

改め、同条を第１４条とする。 

 第１８条中「示す証明書」の次に「の様式」を

加え、「別記第２７号様式」を「別記第１９号様

式」に改め、同条を第１５条とする。 

 別記第１号様式中「第３条関係」を「第２条関

係」に改め、同様式備考１中「宅地造成等規制

法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に、

「第３条第１項の宅地造成工事規制区域内」を

「第１０条第１項の宅地造成等工事規制区域」に、

「第８条第１項本文の宅地造成」を「第１６条第

１項の宅地造成等」に、「許可が不要となりま

す」を「変更許可を取得したとみなされます」に

改め、備考４中「市街化調整区域内」を「市街化

調整区域」に改める。 

 別記第２号様式中「第３条」を「第２条」に改

める。 

 別記第３号様式を次のように改める。 
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別記第３号様式（第３条関係） 
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 別記第４号様式から別記第８号様式までを削る。 

 別記第９号様式中「第６条」を「第４条」に改

め、同様式を別記第４号様式とする。 

 別記第１０号様式中「第６条」を「第４条」に

改め、同様式を別記第５号様式とする。 

 別記第１１号様式中「第７条関係」を「第５条

関係」に、「第７条第１項」を「第５条」に改め、

同様式を別記第６号様式とし、同様式の次に次の

１様式を加える。 
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別記第７号様式（第６条関係） 

 
 別記第１２号様式及び別記第１３号様式を削る。 

 別記第１４号様式中「第９条」を「第７条」に

改め、同様式中備考４を削り、備考５を備考４と

し、同様式を別記第８号様式とする。 

 別記第１５号様式中「第９条」を「第７条」に

改め、同様式を別記第９号様式とする。 

 別記第１６号様式中「第１１条」を「第９条」

に改め、同様式を別記第１０号様式とする。 

 別記第１７号様式中「第１１条」を「第９条」

に改め、同様式を別記第１１号様式とする。 

 別記第１８号様式中「第１２条」を「第１０

条」に改め、同様式を別記第１２号様式とする。 

 別記第１９号様式中「第１２条」を「第１０

条」に改め、同様式を別記第１３号様式とする。 

 別記第２０号様式中「第１３条」を「第１１

条」に改め、同様式を別記第１４号様式とする。 

 別記第２１号様式及び別記第２２号様式を削る。 

 別記第２３号様式中「第１５条」を「第１２

条」に改め、同様式を別記第１５号様式とする。 

 別記第２４号様式中「第１６条」を「第１３

条」に、「施工者」を「施行者」に改め、同様式

を別記第１６号様式とする。 

 別記第２５号様式中「第１６条」を「第１３

条」に改め、同様式を別記第１７号様式とする。 

 別記第２６号様式中「第１７条」を「第１４

条」に改め、同様式を別記第１８号様式とし、同

様式の次に次の１様式を加える。 
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別記第１９号様式（第１５条関係） 

 
 

 別記第２７号様式を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年７月３１日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区都市計画法に規定する開発行為等の規

制に係る施行細則の別記様式による用紙で、現

に残存するものは、所要の修正を加え、なお使

用することができる。 

                    

 江東区宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

を公布する。 

  令和６年７月３０日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第６５号 

   江東区宅地造成及び特定盛土等規制法施行

細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、特別区における東京都の事

務処理の特例に関する条例（平成１１年東京都

条例第１０６号）の規定に基づき区が処理する

こととされた宅地造成及び特定盛土等規制法

（昭和３６年法律第１９１号。以下「法」とい

う。）、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令

（昭和３７年政令第１６号。以下「令」とい

う。）、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規

則（昭和３７年建設省令第３号。以下「規則」

という。）及び宅地造成及び特定盛土等規制法

施行条例（令和６年東京都条例第３６号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（定義） 
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第２条 この規則で使用する用語は、法、令及び

条例で使用する用語の例による。 

（盛土規制法調書の閲覧の方法） 

第３条 盛土規制法調書の閲覧は、次のいずれか

の方法により行うものとする。 

(1) インターネットを利用する方法 

(2) 区長が別に定める日時及び場所における盛

土規制法調書の閲覧 

（宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する

工事の許可の申請等の添付書類） 

第４条 規則第７条第１項第１２号の規則で定め

る書類は、次に掲げるものとする。 

 (1) 工事主に当該工事を行うために必要な資力

及び信用があることを証する書類として区長

が別に定めるもの 

 (2) 工事施行者に当該工事を完成するために必

要な能力があることを証する書類として区長

が別に定めるもの 

(3) 排水施設の設計に係る書類 

(4) 土地の求積図 

(5) 擁壁の展開図 

２ 規則第７条第２項第１０号の規則で定める書

類は、前項第１号、第２号及び第４号に掲げる

ものとする。 

（工事着手届） 

第５条 法第１２条第１項の規定による許可（法

第１５条の規定により、当該許可を受けたもの

とみなされるものを含む。）を受けた者は、当

該許可に係る工事に着手したときは、次に掲げ

る書類を添えて、速やかに工事着手届（別記第

１号様式）を区長に提出するものとする。 

 (1) 法第４９条の規定により工事主が掲げる標

識の設置状況を明らかにする写真 

 (2) 防災計画平面図 

(3) 工事の工程を示す書類 

(4) 緊急時における連絡方法 

２ 前項の規定にかかわらず、法第１５条第２項

の規定により、前項の許可を受けたものとみな

される工事にあっては、江東区都市計画法に規

定する開発行為等の規制に係る施行細則（平成

１２年３月江東区規則第１４号）第５条の工事

着手届出書に前項各号に掲げる書類を添付して

提出することにより、前項の工事着手届の提出

に代えることができる。 

（工事の廃止） 

第６条 法第１２条第１項の規定による許可（法

第１５条第１項の規定により、当該許可を受け

たものとみなされるものを含む。）を受けた者

は、当該許可に係る工事を廃止したときは、遅

滞なく、その旨を区長に届け出るものとする。 

（定期の報告） 

第７条 法第１９条第１項の規定による報告は、

定期報告書（別記第２号様式）により行うもの

とする。 

（身分証明書の様式） 

第８条 法第７条第１項（法第２４条第２項にお

いて準用する場合を含む。）の証明書の様式は、

立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証

明書（別記第３号様式）による。 

（監督処分の公表） 

第９条 条例第６条の規定による公表を行う場合

は、広く区民に周知できる方法により行うもの

とする。 

２ 条例第６条の規則で定める事項は、次に掲げ

るものとする。 

(1) 監督処分に係る宅地造成、特定盛土等又は

土石の堆積の場所 

(2) 監督処分の原因となった行為の内容 

(3) 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と

認める事項 
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別記第１号様式（第５条関係） 
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別記第２号様式（第７条関係） 

 
 



（第 918 号）             江 東 区 公 報    令和 6 年 8 月 15日（木曜日） 

 

 

 

12 

別記第３号様式（第８条関係） 

 
 

   附 則 

 この規則は、令和６年７月３１日から施行する。 

                    

 江東区租税特別措置法に基づく宅地造成着手前

に行う優良宅地認定事務施行細則の一部を改正す

る規則を公布する。 

  令和６年７月３０日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第６６号 

   江東区租税特別措置法に基づく宅地造成着

手前に行う優良宅地認定事務施行細則の一

部を改正する規則 

江東区租税特別措置法に基づく宅地造成着手前

に行う優良宅地認定事務施行細則（平成１４年３

月江東区規則第２３号）の一部を次のように改正

する。 

 題名中「宅地造成着手前に行う」を削る。 

 第１条中「特別区における東京都の事務処理の

特例に関する条例（平成１１年東京都条例第１０

６号）に基づき区が処理することとされた」を削

り、「第２８条の４第３項第５号イ」の次に「及

び第７号イ」を加え、「、第６３条第３項第５号

イ及び第６８条の６９第３項第５号イ」を「並び

に第６３条第３項第５号イ及び第７号イ」に改め

る。 

 第２条第１項中「、第６３条第３項第５号イ又

は第６８条の６９第３項第５号イ」を「又は第６

３条第３項第５号イ」に、「「認定」を「「１項

認定」に、「により区長に申請」を「を区長に提

出」に改め、同条第６項を同条第７項とし、同条
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第５項を同条第６項とし、同条第４項の表がけの

断面図の項中 
「 一切土をした土地の部分に生ずる高さが２メー

トルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生

ずる高さが１メートルを超えるがけ又は切土と

盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが

２メートルを超えるがけについて作成するこ

と。２擁壁でおおわれるがけ面については、土

質に関する事項は示すことを要しない。 」 

を 

「 １ 切土をした土地の部分に生ずる高さが２メ

ートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分

に生ずる高さが１メートルを超えるがけ又は

切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ず

る高さが２メートルを超えるがけについて作

成すること。 

２ 擁壁で覆われるがけ面については、土質に

関する事項は、示すことを要しない。 」 

に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項中

「整理計画」を「整備計画」に改め、同項を同条

第４項とし、同条第２項各号列記以外の部分中

「前項」を「前２項」に改め、「第９条」の次に

「及び第１０条」を加え、同項第５号中「（不動

産登記法（平成１６年法律第１２３号）第１４条

に規定する地図をいう。）」を削り、同項第６号

中「認定を受けよう」を「１項認定を受けよう」

に、「第１３条の３第１０項第２号ロ及び第２１

条の１９第１１項第２号ロ」を「第１３条の３第

８項第２号ロ及び第２１条の１９第９項第２号

ロ」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項

の次に次の１項を加える。 

２ 法第２８条の４第３項第７号イ又は第６３条

第３項第７号イの規定による認定（以下単に

「２項認定」という。）を受けようとする者は、

宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書

（別記第２号様式）を区長に提出しなければな

らない。 

 第３条中「認定の」を「１項認定又は２項認定

の」に、「とき又は」を「とき、又は」に、「認

定を」を「１項認定又は２項認定を」に改める。 

 第４条の見出し中「認定書」の次に「又は証明

書」を加え、同条中「認定を」を「１項認定を」

に、「別記第２号様式」を「別記第３号様式」に

改め、同条に次の１項を加える。 

２ 区長は、２項認定の申請に係る宅地の造成が

認定基準に適合していると認めるときは、証明

書（別記第４号様式）を交付するものとする。 

 第５条中「認定を受けた」を「１項認定を受け

た」に、「場合に」を「とき」に、「区長の」を

「１項」に改め、同条ただし書中「場合」を「と

き」に改め、同条第３号中「その他」を「前２号

に掲げるもののほか、」に改める。 

 第６条の見出しを「（造成後の証明書の交

付）」に改め、同条第１項中「認定」を「１項認

定」に、「別記第３号様式）により区長に申請」

を「別記第５号様式）を区長に提出」に改め、同

条第２項中「前項の」の次に「規定による」を加

え、「認定」を「１項認定」に、「場合に」を

「とき」に、「別記第４号様式」を「別記第６号

様式」に改める。 

 第７条中「認定」を「１項認定」に、「別記第

５号様式」を「別記第７号様式」に、「その旨」

を「、その旨」に改める。 

 第８条の見出し中「認定」を「１項認定」に改

め、同条中「認定を」を「１項認定を」に、「第

６条第１項」の次に「の規定による」を加え、

「別記第６号様式」を「別記第８号様式」に改め

る。 

 第９条第１項中「旧住宅地造成事業に関する法

律（」を「区長は、旧住宅地造成事業に関する法

律（」に、「第４条の規定により」を「第４条第

１項の規定により」に、「場合に」を「とき」に、

「第４条の認定書とする旨の」を「第４条第１項

の認定書とする旨を」に、「同条」を「同項」に

改め、同条第２項中「前項」を「区長は、前項」

に、「場合に」を「とき」に改める。 

 第１０条中「都市計画法（」を「区長は、都市

計画法（」に、「第６条第２項」を「第４条第２

項又は第６条第２項」に、「場合に」を「とき」

に、「都市計画法第３６条第２項」を「同法第３

６条第２項」に改め、「写しに」の次に「第４条

第２項の証明書とする旨を明記したものを同項の

証明書として、同法第３６条第２項の検査済証の

写しに」を加える。 

 第１１条第１項中「認定（」を「１項認定又は

２項認定（」に改め、「第２８条の４第３項第５

号イ」の次に「、同項第７号イ」を加え、「第６

８条の６９第３項第５号イ」を「同項第７号イ」

に、「同法」を「土地区画整理法」に、「別記第

７号様式」を「別記第９号様式」に、「により区

長に申請」を「を区長に提出」に改め、同条第２

項中「前項の」次に「規定による」を加え、「場

合」を「とき」に、「別記第８号様式」を「別記

第１０号様式」に改め、同条第３項中「確実に」

を「確実と」に改める。 

 第１２条中「２部」を「１部」に改める。 

 別記第１号様式から別記第３号様式までを次の

ように改める。



（第 918 号）             江 東 区 公 報    令和 6 年 8 月 15日（木曜日） 

 

 

 

14 

別記第１号様式（第２条関係） 
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別記第２号様式（第２条関係） 
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別記第３号様式（第４条関係） 

 
 

 別記第７号様式及び別記第８号様式を削り、別

記第６号様式を別記第８号様式とし、別記第５号

様式を別記７号様式とし、別記第４号様式を別記

第６号様式とし、別記第３号様式の次に次の２様

式を加える。 
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別記第４号様式（第４条関係） 
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別記第５号様式（第６条関係） 

 
 

 別記第８号様式の次に次の２様式を加える。
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別記第９号様式（第１１条関係） 

 
 

 

 



（第 918 号）             江 東 区 公 報    令和 6 年 8 月 15日（木曜日） 

 

 

 

20 

別記第１０号様式（第１１条関係） 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年７月３１日から施行す

る。 

（租税特別措置法に基づく宅地造成完了後に行う

優良宅地認定事務施行細則の廃止） 

２ 租税特別措置法に基づく宅地造成完了後に行

う優良宅地認定事務施行細則（昭和４９年４月

江東区規則第２６号）は、廃止する。 

                    

 江東区私債権の管理に関する条例施行規則の一

部を改正する規則を公布する。 

  令和６年７月３０日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第６７号 

   江東区私債権の管理に関する条例施行規則

の一部を改正する規則 

 江東区私債権の管理に関する条例施行規則（平

成２７年３月江東区規則第１７号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条各号列記以外の部分中「に係る」を「等

に係る」に改め、同条第３号を次のように改める。 

 (3) 江東区中小企業融資基金条例施行規則（昭

和４４年３月江東区規則第９号）第２４条の

規定に基づく返還命令による返還金に係る債

権 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 

 

◎江東区告示第２７１号 

国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６

条の４第１項の規定に基づき、下記のとおり令和

６年度地籍調査事業を実施するので、同法第７条

の規定により告示する。 

令和６年７月１１日 

 江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 事業計画が定められた年月日 

  令和６年４月１日（６都市政土第１１０号） 

２ 調査を実施する者の名称 

  江東区 

３ 調査地域 

  枝川二丁目の地内 

４ 調査期間 

令和６年７月１１日から令和７年３月７日ま 

で 

                    

◎江東区告示第２７５号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和６年７月１８日 

 江東区長  大久保 朋 果   

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第２８３号 

介護保険法第７９条第１項の規定により指定居

宅介護支援事業者を指定したので、同法第８５条

の規定に基づき、下記のとおり告示する。 

令和６年８月 1 日 

 江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０７０９９ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  オハナ・ケアサービス江東（居宅介護支援） 

   東京都江東区東陽５‐２５‐１０いづみコ

ーポ１１４号 
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３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社オハナ・ケア 

   東京都江東区東陽５‐２５‐１０いづみコ

ーポ１１４号 

    代表取締役 齊藤 智 

４ 指定年月日 

  令和６年８月１日 

５ サービスの種類 

  居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第２８４号 

介護保険法第１１５条の２２第１項の規定によ

り指定介護予防支援事業者を指定したので、同法

第１１５条の３０の規定に基づき、下記のとおり

告示する。 

令和６年８月１日 

 江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０７０９９ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  オハナ・ケアサービス江東 

東京都江東区東陽５‐２５‐１０いづみコ

ーポ１１４号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社オハナ・ケア 

東京都江東区東陽５‐２５‐１０いづみコ

ーポ１１４号 

代表取締役 齊藤 智 

４ 指定年月日 

令和６年８月１日 

５ サービスの種類 

介護予防支援 

                    

◎江東区告示第２８５号 

介護保険法第７９条第１項の規定により指定居

宅介護支援事業者を指定したので、同法第８５条

の規定に基づき、下記のとおり告示する。 

令和６年８月１日 

 江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０７１０７ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  あいらく居宅介護支援事業所江東 

   東京都江東区東陽６‐３‐２５‐４０３ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社Ｋ２‐Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 

   東京都江東区北砂４‐３‐２‐１００１ 

    代表取締役 小山 馨 

４ 指定年月日 

  令和６年８月１日 

５ サービスの種類 

  居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第２８８号 

介護保険法第１１５条の２２第１項の規定によ

り指定介護予防支援事業者を指定したので、同法

第１１５条の３０の規定に基づき、下記のとおり

告示する。 

令和６年８月５日 

 江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０６０３４ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  プリーズ江東 

東京都江東区冬木５‐２ブルービル加藤２

Ｆ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社プリーズ 

千葉県香取市小見川８９２ 

代表取締役 伊藤 典寿 

４ 指定年月日 

令和６年８月１日 

５ サービスの種類 

介護予防支援 

                    

◎江東区告示第２８９号 

介護保険法第７８条の２第１項の規定により指

定地域密着型サービス事業者を指定したので、同

法第７８条の１１の規定に基づき、下記のとおり

告示する。 

令和６年８月５日 

 江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３９０８００７２８ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  喜楽デイサービス 

江東区大島８‐３９‐２２イトーピア東大

島１３０号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  ｗｅｃａｒｅ株式会社 

江東区大島９‐７‐８‐７０９号 

代表取締役 宿谷 麗子 
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４ 指定年月日 

令和６年８月１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第２９１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

１条の２の３第３項の規定に基づき、下記のとお

り指定納付受託者より登記住所変更の届出を受理

したため、同条第４項の規定に基づき告示する。 

令和６年８月５日 

 江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 指定納付受託者の名称及び代表者の氏名 

名称 スルガカード株式会社 

代表取締役 佐藤 悟郎 

２ 変更の内容 

  登記住所の変更 

  旧住所 静岡県沼津市大手町５丁目６番７号 

  新住所 静岡県沼津市魚町１サンフロント８

階 

３ 変更年月日 

令和６年７月１２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第９号 

江東区文化財保護条例（昭和５５年１０月江東

区条例第３２号）第４条第１項の規定に基づき、

下記について江東区登録文化財に登録する。 

  令和６年７月１０日 

江東区教育委員会        

          記 

１ 江東区登録有形文化財（建造物） 

(1) 壁泉 

江東区白河４‐３‐２７ 江東区立元加賀

公園 

(2) 滑台 

江東区千石２‐９‐２２ 江東区立川南公

園 

２ 江東区登録有形民俗文化財 

(1) 海苔生産用具及び関連資料 

   江東区東陽４‐１１‐２８ 江東区 

                    

◎江東区教育委員会告示第１０号 

 下記により、令和６年第７回江東区教育委員会

定例会を招集する。 

  令和６年７月２３日 

江東区教育委員会        

教育長  本 多 健一朗 

           記 

１ 日時 令和６年７月２６日（金） 

午前１０時 

２ 場所 教科書センター（江東区教育センター

内） 

３ 報告事項 

(1) 令和７年二十歳のつどいの開催について 

ほか 
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告 示 （ 選 ） 

 

◎江東区選挙管理委員会告示第４５号 

 令和６年６月２０日付江東区選挙管理委員会告

示第３２号及び、令和６年６月２８日付江東区選

挙管理委員会告示第４０号の一部を、別紙のよう

に改める。 

令和６年７月６日 

         江東区選挙管理委員会 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区選挙管理委員会告示第４６号 

 令和５年４月２３日執行の江東区長選挙におけ

る木村弥生の当選は、令和６年６月１４日に裁判

が確定したことにより、公職選挙法（昭和２５年

法律第１００号）第２５１条の規定に基づき無効

となったので、同法第１０７条の規定に基づき告

示する。 

令和６年８月５日 

    江東区選挙管理委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 監 ） 

 

◎江東区監査委員告示第９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５

２条の３２第２項の規定により、包括外部監査人

の監査の事務を補助する者について下記のとおり

告示する。 

令和６年７月３１日 

江東区監査委員  松 土 英 男    

同        藏 田 朝 彦    

同        やしきだ 綾香    

同        河 野 清 史    

           記 

１ 包括外部監査人の監査の事務を補助する者の

氏名及び住所 

金子 良太 東京都江東区亀戸三丁目４６番

１５‐１００１号 

生越 慎平 東京都江東区有明一丁目４番２

０‐８１７号 

郷田 尚美 東京都江東区豊洲五丁目１番１

３‐３６０２号 

嶋守 浩之 東京都江東区有明一丁目３番１

‐１０１１号 

寺澤 智行 東京都江東区豊洲五丁目６番２

９‐６３３号 

幡田 宏樹 東京都江東区東雲一丁目９番５

０‐２９０９号 

２ 包括外部監査人の監査の事務を補助する者が

当該事務を補助できる期間 

令和６年８月１日から令和７年３月３１日ま

で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


